太陽光発電設備に係る農地転用に関する注意事項
岩国市農業委員会事務局

１　ガイドラインの遵守について
太陽光発電設備の設置に関しては、資源エネルギー庁が2017年３月に策定し、2022年４月に改訂した「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」並びに2025年４月改定の「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」、環境省が令和２年３月に策定した「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」、を遵守してください。
２　申請書の提出に際しての注意事項
　　農地転用の申請には、毎月１回の締切日を設けていますので、申請書の提出に際しては、添付書類を含め不備がないように揃えて、期日を守って申請してください。書類に不備があるときは、締切日に受理できない場合があります。
　　なお、申請される場合は事前協議をすることをお願いします。事前協議の際には、現地調査等が可能となるよう位置図、付近見取図、公図の写し、農地区分、土地利用計画図、事業説明会の予定などをお示しください。
　　事前協議については、許可申請書提出予定月の前月10日（休日の場合は、その前日）までにお願いします。
３　事業地周辺への配慮
事業地周辺とのトラブルを防止するため、周辺農地の営農に支障を及ぼさないよう、農道や水路の確保、フェンスの位置や高さ、太陽光の反射や音の影響などを、事業実施予定地の所有者のみならず、隣接地など周辺の土地所有者や耕作者及び近隣住居など、影響があると思われる関係者に、事前に計画を必ず説明してください。
例えば、フェンスの位置が土地の境界に近い場合、隣地の草刈りに支障を及ぼすことや、農業機械の走行に支障を及ぼすことがあるので配慮をお願いします。
また、隣接農地への農業用水の確保が事業実施予定地を利用（通過）している場合があるので、事業地内の通水の確保についても配慮をお願いします。
なお、設備の設置後は、必要に応じて定期的な草刈りや、隣接する法定外公共物である里道や水路の維持管理を行い、事業地周辺に悪影響を及ぼさないよう配慮をお願いします。
除草剤を使用する場合は、周辺農地への影響を十分考慮して使用してください。
４　地目変更等による固定資産税への影響
　　賃貸借や使用貸借により土地を利用する場合は、事業実施予定地の土地所有者に対して、農地転用後に固定資産税の税額が変更になる場合があることについて、十分に説明し理解を求めてください。
５　行政庁への必要な申請手続
　　道路、河川、法定外公共物の加工・占用等の許可・届出、その他の行政庁の免許、許可、認可等の手続きが必要な場合は、その手続きを確実に行い、許可を得てください。農地転用許可証発行日については、他の行政機関の許可日と同日となります。
　　都市計画法に基づく開発許可については、農地転用の許可と同時施行となるため、岩国市都市開発部建築指導課による審査手続きと歩調を合わせて農地転用の審査を行いますので、申請時期の調整に協力ください。
６　工事用及び管理用の進入路
　　事業実施予定地が公道に面していない場合や、道路が狭隘であるなどの理由で隣接の土地を通る場合などは、その土地の所有者の同意を得てください。
　　なお、進入路が事業地以外の農地の場合は、その農地の一時転用が必要です。
７　事業計画書・土地利用計画図の作成
　　事業計画書には、事業敷地面積（一体利用地を含む）、パネル面積、水平投影面積、発電能力、発電（申請）出力、パネル枚数、パネル設置角度、パワコン台数などを算出式と併せて記載してください。
　　なお、パネルやパワコン等に関してはカタログ等を添付してください。
　　フェンスを設置する場合は門扉等を含めその位置を、防草シートを設置する場合はその旨を、土地利用計画図にはパネルやパワコン、キュービクル等の設置位置、排水口等を含む排水計画等を記載してください。
８　ＦＩＴ制度等の事業計画認定書又は売電契約書
　　ＦＩＴ制度、ＦＩＰ制度、その他国の制度に関する事業の場合は、事業計画認定書又は申請書の写しを添付してください。
　　ＦＩＴ制度等に関係しない場合は、売電契約書の写しを添付してください。
９　廃棄費用の積み立て義務化への対応
　　令和４年４月から、電気事業者による再生可能エネルギー電気の促進に関する特別措置法の施行に伴い、導入予定の発電事業者に、廃棄のための費用に関する外部積み立ての義務化について、確認と関係者への周知を願いします。
10　事業計画の変更
　　事業計画に変更（パネル枚数等）が生じる場合は、事業実施前に事業計画変更申請又は許可申請のやり直しをしてください。
11　進ちょく状況・完了報告
　　工事期間中については進ちょく状況の確認報告書を、施工が完了した場合は、速やかに完了報告書を提出してください。

12　権利移動
　　許可後、権利を第三者に移動する場合は、申請に関する事項について、必ず継承してください。
13　苦情への対応
　　事業計画説明時や工事中及び完了後に隣接農地及び周辺の土地所有者等から苦情があった場合は、事業実施者の責任において、誠意をもって対応し、解決してください。
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発電事業に関する手続き

	事前協議の届出


届出期限：許可申請書提出予定月の前月10日まで

	近隣住民への説明



	許可申請書の提出

	必要添付書類完備

	地元住民への説明記録簿


提出期限：申請受付提出期限日

	定例総会開催


許可日：他関係行政庁の許可日と同日

	着　　工



	進ちょく状況の報告



	完　了　届


工事完了後速やかに写真を添付して提出


※　例：４月定例総会に許可を求める場合、許可申請書提出期間は３月頭～中旬となるため、事前協議届出は２月10日までとなります。
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